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E ．国 と地方の

在 り方、

地域活性化

関係

府省等
対応状況 主な成果 課題 これか らの取 り組み

口．歳 出改革

④トフカ’－ドを要しない国内農林水産省 ・国際競争にも耐え得る体 ・Q）機械化一貫体系の導入 ①第156回国会会期末
産地の競争力強化 質の強い国内供給体制を確 や低コスト耐候性ハウス、 ～③それ以降
・野菜等の生産流通合理 立するため、低コスト化、 通い容器の整備等による低 ・国際競争にも耐え得る体
化・消費改革対策を推進す 高付加価値化、契約取引の コスト化を図るとともに、 質の強い国内供給体制を確
る。 推進といった取組を加速化 高付加価値化及び契約取引 立するため、低コスト化、

するなど、生産・流通・消 の推進、新たな栽培方法の 高付加価値化、契約取引の
茸にわたる総合対策の推進 導入等の取組が進展。②野 推進といった取組を加速化
を図っているところ。ま ‘ 菜生産出荷安定法の改正 するなど、野菜等の構造改
た、秩序ある貿易の実現に （平成14年6 月施行）によ 草対策を一層推進。また、
向け平成15年1月までに、 り創設された契約野菜安定 秩序ある貿易の実現に向
日中農産物貿易協議会を6 供給制度の普及浸透等によ け、引き続き日中農産物貿
回開催。 リ、セムフティネットとし

ての野菜価格安定に貢献。
易協議会の場を通じ情報交
換を行っていく予定。

・農地利用集積、農業経営
法人化等、地域農業構造改

農林水産省 ・平成14年度予算におい

て、地域農業構造改革緊急
・地域の実情に応じた担い
手の明確化、担い手に対す

・平成22年度における 「望
ましい農業構造」の実現に

①第156回国会会期末

・「農業経営基盤強化促進
革緊急対策を実施する。 対策、新規就農総合対策事 る農地の利用集積の促進ト 向け、効率的かつ安定的な 法等の一部を改正する法律
（①） 業等を実施。 地域農業の核となる農業法 農業経営の育成・確保に向 案」の成立を目指す。

人の育成等が行われた。 けた施策の更なる集中化・
重点化。

②平成15年末～③それ以降

・農業法人に対する総合的
な支援、認定農業者等に対
する経営の多角化に向けた
ノウハウの提供や農地集積
の加速化等を推進。

・経営所得安定対策の具体農林水産省 ・平成14年度予算におい （訪第156回国会会期末
化検討のための調査を実施 て、 「経営所得安定対策の ～③それ以降
する。 （③） 具体化検討調査費」を措置

し、具体化検討調査を実
施。

・具体的な仕組みの制度設
計に必要なデータ等 （農業
経営の概況、農業収入・所
得等）を収集し、想定され
る仕組みに即して、対策の
具体的仕組みを検討。

・引き続き、具体化検討調
査を実施 （平成16年度ま
で）。
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・担い手育成のための金融
支援等関係法案を提出す

農林水産省 ・第1514回国会に提出した担
い手育成のための金融支援

・担い手向けの資金につい
て、＿

・平成22年度における　r望
ましい農業構造」の実現に

①第156回国会会期末

～③それ以降
る。（（》） 等に関する関連2法 り農業 （訪資金内容の充実 向け、効率的かつ安定的な ・新制度の更なる普及の推

進。経営の改善に必要な資金の ②唸関保証の充実 農業経営の育成 ▲確保に向
融通の円滑化のための農業 等の見直しを行うととも けた施策の更なる集中化 ・
近代化資金助成法等の一部
を改正する法律」及び 「農
業法人に対する投資の円滑
化に関する特別措置法」）
が平成14年 5 月22日に成立
し、14年 7 月 1 日から施行
された。

に、農業法人に対する出資
制度を創設した。

重点化。

・野菜の生産流通合理化等 農林水産省 ・契約野菜安定供給制度の ①機械化一貫体系の導入や ①第156回国会会期末
のための法改正案を提出す 創設等野菜生産出荷安定法 低コスト耐候性ハウス、通 ～（診それ以降 ．
る。 （④） の改正 （平成14年 6 月施 い容器の整備等による低コ ・国際競争にも耐え得る体

行）。 スト化を図るとともに、高 質の強い国内供給体制を確
・野菜生産出荷安定法の改 付加価値化及び契約取引の 立するため、低コスト化、
正内容の普及 ・浸透を図る 推進といった取組が進展。 高付加価値化、契約取引の
とともに、生産 ・流通の構 （診野菜生産出荷安定法の改 推進とい－った取組を加速化
造改革を促進する取組を支 正 （平成14年 6 月施行）に するなど、野菜の構造改革
接。 より創設された契約野菜安

定供給制度の普及浸透等に
より、セーフティネットと
しての野菜価格安定に貢
献。

対策を一層推進。特に、安
全 ・安心な国産野菜の供給
体制を強化。
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ハ．規制改革
・民間の資本参加を進め、
農業経営の株式会社化など
により、農業の構造改革を
早急に具体化する。

農林水産省 ・アグリ・チャレンジャー
（創造的な高付加価値農業

に積極的に挑戦する者）の
育成や販路開拓施設の整備
等を推進するためにアグ
リ・チャレンジャー支援事
業及び販路開拓緊急対策事
業を実施するとともに、第
154回国会に提出した農業法
人への出資業務を行う会社
の設立を促進するための法
律（r農業法人に対する投
資の円滑化のための特別措
置法」）が平成14年5月22
日に成立し、14年7月1日
から施行された。

また、「経営の法人化で
拓く構造改革に係る有識者
懇談会」において、農地制
度全般について検討を行
い、農業生産法人の事業要
件の緩和、構造改革特区の
活用等について論点整理を
行った。（14年目月末公
表）

・アグリ・チャレンジャー
支援事業及び販路開拓緊急
対策事業（14年度予算29億9
千万円）を27地区で実施す
るとともに、農業法人の自
己資本充実を図るため、農
業法人に対する出資制度を
創設した。

また、構造改革特別区域
法において、農業生産法人
以外の法人の農業参入を可
能とする農地法の特例措置
を講じ、農業経営の法人化
及び農地の利用集積を一層
促進する観点から、農業経
営基盤強化促進法の一部を
改正する法律案を第156回国
会に提出した。

・アグリ・チャレンジャー
支援事業及び販路開拓緊急
対策事業の着実な推進、構
造改革特別区域法に基づく
農地法の特例措置の適正か
つ円滑な実施等による農業
経営の法人化の推進。
・平成22年度における　r望
ましい農業構造」の実現に
向けた施策の更なる集中
化・重点化。

第156回国会会期末
～③それ以降
農業法人に対する出資制

度の更なる普及の推進。
・15年4月以降の構造改革
特区制度の活用と施行状況
の注視。

ホ．その他の制度改革
・担い手育成のための金融
支援等関係法案を提出す
る。（①）

農林水産省 ・第154回国会に提出した担
い手育成のための金融支援
等に関する開運2法（r農業
経営の改善に必要な資金の
融通の円滑化のための農業
近代化資金助成法等の一部
を改正する法律」及びr農
業法人に対する投資の円滑
化に関する特別措置法」）
が平成14年5月22日に成立
し、14年7月1日から施行
された。

・担い手向けの資金につい
て、
①資金内容の充実
②機関保証の充実
等の見直しを行うととも
に、農業法人に対する出資
制度を創設した。

・平成22年度における　r望
ましい農業構造」の実現に
向け、効率的かつ安定的な
農業経営の育成・確保に向
けた施策の更なる集中化・
重点化。

①第156回国会会期末
～③それ以降

・新制度の更なる普及の推
進。
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・水産基本法の制定等を踏
まえ、所要の法改正案を提

農林水産省 ・漁業再建整備法 （15年 1
月施行）、水産協同組合法

①第156回国会会期末

～（診それ以降
出する。 （⑨I （15年 1 月施行）、漁業災害

補償法 （15年 4 月施行）、
遊漁船業法（ほ年施行）を改
正し、水産四法が成立。

水産4 法の改正、水産基
本計画 日4年 3 月策定）によ
り示された方向に沿い、

・安全安心な水産物供給体
制の構築

・水産業の構造改革
・魅力ある漁村づくりの推
進
等の施策を着実に推進。

・新たな 「水産基本計画」 農林水産省 ・水産政策審議会企画部会 事業の重点化の一層の推進 Q）第15L6回国会会期末
を策定する。（13年度⑨） において、水産基本計画の

策定につき計5 回審議。

・平成14年 3 月に 「水産基
本計画」を閣議決定。

に努める。 ～（診それ以降
基本計画に示された方向

に沿い、

・安全安心な水産物供給体
制の構築

・水産業の構造改革
・魅力ある漁村づくりの推
進
等の施策を着実に推進。
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・民間の資本参加を進め、
農業経営の株式会社化など
により、農業の構造改革を
早急に具体化する。

農林水産省

●
・アグリ・チャレンジャー
（創造的な高付加価値農業
に積極的に挑戦する看）の
育成や販路開拓施設の整備
等を推進するためにアグ
リ・チャレンジャー支援事
業及び販路開拓緊急対策事
業を実施するとともに、第
154回国会に提出した農業法
人への出資業務を行う会社
の設立を促進するための法
律（「農業法人に対する投
資の円滑化のための特別措
置法」）が平成14年5月22
日に成立し、14年7月1日
から施行された。

また、「経営の法人化で
拓く構造改革に係る有識者
懇談会」において、農地制
度全般について検討を行
い、農業生産法人の事業要
件の緩和、構造改革特区の
活用等について論点整理を
行った。（14年11月未公
表）

・アグリ・チャレンジャー
支援事業及び販路開拓緊急
対策事業（14年度予算29億9
千万円）を27地区で実施す
るとともに、農業法人の自
己資本充実を図るため、農
業法人に対する出資制度を
創設した。

また、構造改革特別区域
法において、農業生産法人
以外の法人の農業参入を可
能とする農地法の特例措置
を請じ、農業経営の法人化
及び農地の利用集積を一層
促進する観点から、農業経
営基盤強化促進法の一部を
改正する法律案を第156回国
会に提出した。

●
・アグリ・チャレンジャー
支援事業及び販路開拓緊急
対策事業の着実な推進、構
造改革特別区域法に基づく
農地法の特例措置の適正か
つ円滑な実施等による農業
経営の法人化の推進。
・平成22年度における「望
ましい農業構造」の実現に
向けた施策の更なる集中
化・重点化。

①第156回国会会期末
～⑨それ以降

・農業法人に対する出資制
度の更なる普及の推進。
・15年4月以降の構造改革
特区制度の活用と施行状況
の注視。
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E ． 国 と地 方 の

在 り方 、

地 域 活 性 化

関 係

府 省 等
対 応 状 況 主 な 成 果 課 題 これ か ら の 取 り組 み

口 ．歳 出 改 革

（2 ）技術力戦略
（戦略分野への選択と集

農林水産省 ・地域の農林水産業 ・食品
産業等の活性化を図るた

平成14年度においては、
30課題を採択し∴研究開発

①第156回国会会期末

～③それ以降
中）

・総合科学技術会議は、関
係府省と協力して、基礎研
究を重視するとともに、科
学研究費補助金等の競争的
資金の割合を拡大する。ま
た、競争的資金の成果につ
いて厳正な評価を行うな
ど、制度改革を推進する。

め、地域の研究開発に係る
企画から実施までのシステ
ムを改革し、新たに生産者
自らの参加による現場のア
イデアを活用した研究開
発、食品企栗等の参画の下
に行う地域の特色を活かし
た農林水産物の生産、加工
技術の開発等を推進する
r先端技術を活用した農林

水産研究先端技術を活用し
た農林水産研究高度化事業
事業」を15年度予算政府案
により実施。

を推進中。 ・研究開発の着実な実施。

（4 ）産業発掘戦略 農林水産省 ・平成14年度から、各産地 ・各都道府県の産地におい ・産地戦略策定後は毎年 ①第156回国会会期末
（食料産業の活性化） において、消費者の評価を て、契約栽培による高品質 度、各産地において消費者 ～③それ以降
・農林水産省は、平成14年 踏まえた 「ブランド・ニッ な農産物の生産、朝どリ新 等の評価、産地戦略の達成 戦略を策定した産地に対し
度から産地ごとに、消費者 ボン」産地戦略 （立地条件 鮮野菜の地産地消活動の深 状況等を検証し、必要に応 て、消費者等による農水産
の評価を踏まえた 「プラン や地域資源等の産地の優位 化など、産地の特色を生か じて取組内容等の見直しを 物の評価活動への支援、環
ド・ニッポン」戦略の産学 性を活かした生産 ・加工 ・ した戦略が着実に進展 実施

・引き続き産地戦略の策定

境保全型農業、持続的増養
官による策定を推進し、戦 流通 ・販売戦略）を策定

中。

・15年度予算政府案におい

殖、食品産業との連携等、
略に基づく農水産物の供給 を推進 産地の特色を活かした取組
体制を確立する。農地法の の推進、商流 ・物流の合理
見直し等により国際競争力 て、農産物の地産地消推進 化等による生産 ・流通を通
のある効率的な農業経営を 活動、産地の特色を活かし じた高コスト構造の是正等
推進する。 た環境保全型農業や契約取

引等を推進するブランド・

ニッポン農産物供給体制確
立事業等を創設

の施策を重点化し、戦略の
具体化を強力に推進
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農林水産省 ・15年度予算政府案におい ・今後順次更新時期を迎え ①第156回国会会期末
て、ストックマネジメント る既存の農業水利施設の機 ・ス トックマネジメントの
の導入による適切で効率的 能の維持と次世代への継 導入による施設の保全 ・更
な農業水利施設の有効活用 承。 新を行うための仕組みを整
を図る基幹水利施設保全更 ・予防保全に向けた取り組 備。
新対策を創設。 みの定着化。 ①第156回国会会期末

～③それ以降
・ストックマネジメントの
導入による施設の長寿命化
と機動的かつ効率的な農業
水利施設の更新整備によ
り、食料供給基盤の持続性
を確保。

（食料産業の活性化） 農林水産省 ・「経営の法人化で拓く構 ・構造改革特別区域法にお ・構造改革特別区域法に基 ①第156回国会会期末
・農林水産省は、‾平成13年 造改革に係る有識者懇談 いて、農業生産法人以外の づく農地法の特例措置の通 ～③それ以降
度から、我が国の農林水産 会」において、農地制度全 法人の農業参入を可能とす 正かつ円滑な実施。

・平成22年度における 「望

・本年4 月以降の構造改革
生産構造の中核となるよう 般について検討を行い、農 る農地法の特例措置を講じ 特区制度の施行状況を注視
な農林水産業者 ・企業に対 業生産法人の事業要件の媛 た。 する必要。

①第156回国会会期末まで

して施策を集中化すること 和、構造改革特区の活用等 また、農業経営の法人化
等により、農林水産業の構 について論点整理を行っ 及び農地の利用集積を一層
造改革を加速化する。 た。 （14年目月末公表）

・平成14年度予算におい

促進する観点から、農業経
営基盤強化促進法の一部を
改正する法律案を第156回国
会に提出した。

・地域の実情に応じた担い
て、地域農業構造改革緊急 手の明確化、担い手に対す ましい農業構造」の実現に ・「農業経営基盤強化促進
対策、新規就農総合対策事 る農地の利用集積の促進、 向け、効率的かつ安定的な 法の一部を改正する法律
業等を実施。 地域農業の核となる農業法 農業経営の育成 ・確保に向 案」の成立を目指す。

人の育成等が行われた。 けた施策の更なる集中化 ・ ②平成15年末～③それ以降
・新規就農相談センターに
おける就農相談体制の確 ・
立、技術 ・経営研修の充実
が図られた。

重点化。 ・新規就農支援システムの
構築、農業法人に対する総
合的な支援、認定農業者等
に対する経営の多角化に向
けたノウハウの提供や農地
集積の加速化等を推進。
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●　　　　　　　　　　　●

（5）地域力戦略
（地域産業の活性化）
・農林水産省、環境省、関
係府省は協力して、動植
物、微生物や有機性廃棄物
からエネルギー源や製品を
得るバイオマスの利活用の
推進について具体策を平成
14年度中にとりまとめる
等、計画的に取り組む。

農林水産省
内閣府
文部科学省
経済産業省
国土交通省
環境省

・平成14年12月27日にrバ
イオマス・ニッポン総合戦
略」を閣議決定。
・戦略の工程管理と評価を
行う推進体制として、関係
府省による「バイオマス・
ニッポン総合戦略推進会
議」、推進会論への提言等
を行う「バイオマス・ニッ
ポン総合戦略推進アドパイ
ザリーグループ」を14年度
内に設置。
・15年度予算政府案におい
て、バイオマスを地域の中
で循環利用するための地域
システムの構築や利活用施
設の整備を総合的に実施す
る制度を創設。

・生物由来の有機性資源で
あるバイオマスをエネル
ギーや製品として総合的に
利活用し、持続的に発展可
能な社会を実現するための
国家戦略として、2010年を
目途とする具体的な数値目
標や実施主体・実施時期を
明示した78の具体的行動計
画を策定し、政府が一体と
なって推進していく姿勢を
明らかにした。
・地域活性化等の一手段と
してバイオマス活用を進め
るため、地方自治体等にお
いて特別のプロジェクト
チームを立ち上げたり、具
体的なプロジェクトの検討
を各地で開始。

・バイオマスの生産、収
集・輸送、変換、．利用の各
段階が有機的につながり、
全体として経済性がある循
環システムを各地で構築。
・全国的な取組のモデルと
なるバイオマス利活用事例
の構築。

第156回国会会期末
・バイオマス関連情報を効率的・効
果的に整理・提供するバイオマス情
報ヘッドクオーターを創設。
・関係府省が一体となって、地域の
特性を活かし、バイオマスを効率的
に利活用するバイオマスタウン構想
を検討。
リくイオマス活用を更に進めるため
の方策について、推進会議、アドパ
イザリーグループにおいて検討。
（診平成15年末
・各地での具体的な取組の効率的な
支援策の検討、決定。
③それ以降
・総合戦略の進捗状況のフォロー
アップ。
・バイオマス活用を更に進めるため
の方策について、推進会議、アドパ
イザリーグループにおいて検討。

①第156回国会会期末
～③それ以降

・バイオマス関連事業の着実な実
施．
・地域における体制整備や調査・実
証等による利活用システムの構築を
図るとともに、新技術等を活用した
施設整備をモデル的に実施。

ハ．規制改革
（4）産業発棍戦略
（ライフスタイルの変化が

引き出す潜在需要の顕在
化）
・農林水産省は、関係府省
と協力して、平成14年度か
ら、都市と農山漁村を双方
向で行き交うライフスタイ
ル（デュアルライフ）の実
現に向け、国民運動として
民間の取組みの拡大を図る
とともに、特区手法を含
め、都市と農山漁村の共
隼・射ミ奈古推j生寸．．乙＿

農林水産省 ・15年度予算政府案におい
て、都市と農山漁村を双方
向に行き交うライフスタイ
ルの実現を推進するため、
農山漁村情報提供の充実強
化、新たなグリーン・ツー
リズム等の展開、農地や森
林、海辺等を活用した体験
活動等の支援、共生・対流
の優良事例の表彰等を通じ
た国民運動の展開等の施策
を創設。

・長野県飯田市の例
平成14年度17．000人の体験
学習の受け入れにより、直
接消費額2．9億円、経済波及
効果7．0億円

政策目標E・農水省・基本方針2∞2（経済活性化戦略）

①第156回国会会期末
～③それ以降

・各事業の着実な実施によ
り、都市と農山漁村を双方
向で行き交うライフスタイ
ルの実現を推進。
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●
・都市と農山漁村を双方向
で行き交うライフスタイル
の実現に向けて、平成14年
7月に関係7省の連絡協議
会を設置。

・関係副大臣から構成され
る　r都市と農山漁村の共
生・対流に関するプロジェ
クトチーム」を平成14年9
月に設置し、都市と農山漁
村の共生・対流に係る国民
運動の展開について検討。

・住民合意の下で、農地等
の適切な保全及び利用を図
る市町村のイニシアティブ
に基づく取組を促進する新
たな土地利用の枠組み構築
について、平成14年6月よ
り有識者懇談会を4回にわ
たって開催し、8月に懇談
会の論点整理を発表。市町
村長等との意見交換を2回
にわたって実施。

・構造改革特別区域制度に
おいて、農地等の権利取得
に際する下限面積要件を緩
和する措置を講じることと
した。

・構造改革特別区域法にお
いて、NPO等による市民
農園の開設を可能とする特
定農地貸付法等の特例を措
置。

・遊休農地や廃校等既存ス
トックについて、都市と農
山漁村の共生・対流の推進
に資する用途への活用事例
集を作成し、市町村等への
配付を予定。

・郡市と農山漁村の共生・
対流のポータルサイトとし
てのホームページを立上げ
る予定。

●

・農山村の新たな土地利用
の枠組み構築については、
懇談会の論点整理、市町村
長等からの意見、及び構造
改革特区における先行的な
取り組みの評価を踏まえつ
つ、全国的な規制の見直し
として検討することが必
要。

・構造改革特別区域法に基
づく特定農地貸付法等の特
例措置の適正かつ円滑な実
施。

①第156回国会会期末
・関係副大臣プロジェクト
チームにより都市と農山漁
村の共生・対流の推進に向
けた国民運動の展開方法を
とりまとめ。

①第156回国会会期末
～②平成15年末

・懇談会の論点整理、市町
村長等からの意見及び構造
改革特区における先行的な
取り組みの評価を踏まえつ
つ、制度のあり方について
検討。
③それ以降
・検討の結果を踏まえ、制
度化を目指し、体制の整っ
た市町村から新たな取組へ
移行。

①第156回国会会期末
・制度の説明会等による普

及。

政策目標E・農水省・基本方針2002（経済活性化戦略） Page4



（食料産業の活性化）
・農林水産省は、平成13年
度から、我が国の農林水産
生産構造の中核となるよう
な農林水産業者・企業に対
して施策を集中化すること
等により、農林水産業の構
造改革を加速化する。

農林水産省

●

・r経営の法人化で拓く構
造改革に係る有識者懇談
会」において、農地制度全
般について検討を行い、農
業生産法人の事業要件の緩
和、構造改革特区の活用等
について論点整理を行っ
た。（14年11月未公表）

・平成14年度予算におい
て、地域農業構造改革緊急
対策、新規就農総合対策事
業等を実施。

・構造改革特別区域法にお
いて、農業生産法人以外の
法人の農業参入を可能とす
る農地法の特例措置を講じ
た。

また、農業経営の法人化
及び農地の利用集横を一層
促進する観点から、農業経
営基盤強化促進法の一部を
改正する法律案を第156回国
会に提出した。

・地域の実情に応じた担い
手の明確化、担い手に対す
る農地の利用集積の促進、
地域農業の核となる農業法
人の育成等が行われた。
・新規就農相談センターに
おける就農相談体制の確
立、技術・経営研修の充実
が図られた。

●

・構造改革特別区域法に基
づく農地法の特例措置の適
正かつ円滑な実施。

・平成22年度における「望
ましい農業構造」の実現に
向け、効率的かつ安定的な
農業経営の育成・確保に向
けた施策の更なる集中化・
重点化。

①第156回国会会期末
～③それ以降

・本年4月以時の構造改革
特区制度の施行状況を注視
する必要。

①第156回国会会期末まで
・「農業経営基盤強化促進
法の一部を改正する法律
案」の成立を目指す。
②平成15年末～③それ以降
・新規就農支援システムの
構築、農業法人に対する総
合的な支援、認定農業者等
に対する経営の多角化に向
けたノウハウの提供や農地
集積の加速化等を推進。

ホ．その他の制度改革
（4）産業発掘戦略
（ライフスタイルの変化が

引き出す潜在需要の顕在
化）
・農林水産省は、関係府省
と協力して、平成14年度か
ら、都市と農山漁村を双方
向で行き交うライフスタイ
ル（デュアルライフ）の実
現に向け、国民運動として
民間の取組みの拡大を図る
とともに、特区手法を含

農林水産省 ・15年度予算政府案におい
て、都市と農山漁村を双方
向に行き交うライフスタイ
ルの実現を推進するため、
農山漁村情報提供の充実強
化、新たなグリーン・ツー
リズム等の展開、農地や森
林、海辺等を活用した体験
活動等の支援、共生・対流
の優良事例の表彰等を通じ
た国民運動の展開等の施策
を創設。

・長野県飯田市の例
平成14年度17，000人の体験
学習の受け入れにより、直
接消費額2．9億円、経済波及
効果7．0億円

政策目標E・農水省・基本方針2002（経済活性化戦略）

第156回国会会期末
～③それ以降

・各事業の着実な実施によ
り、都市と農山漁村を双方
向で行き交うライフスタイ
ルの実現を推進。
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め、都市と農山漁村の共
生・対流を推進する。

・都市 と農 山漁村 を双方 向

で行き交 うライフスタイル
の実現 に向 けて、平成 14年
7 月 に関係 7 省 の連絡協議
会を設置。

・関係副 大臣か ら構成 され

・遊休農地や廃校等既存ス
トックについて 、都市 と農
山漁村の 共生 ・対流の推進
に資する用途 への活用事 例
集 を作成 し、市 町村等 への
配付 を予定。

・都市 と農山漁村 の共生 ・

・農 山村の新たな 土地 利用

（む第15 6回国会会期末
る 「都市 と農 山漁 村の共 対流 のポータルサ イ トと し ・関係副大臣 プロ ジェク ト
生 ・対流 に関するプ ロジ工 ての ホームページを立上 げ チームによ り都市 と烏 山漁
ク トチ ーム」を平成 14年 9
月 に設置 し、都 市 と農山漁
村の共 生 ・対流 に係る国民
運動の展 開について検討。

・住民合意 の下で、農地等

る予定。 村の共生 ・対流 の推進 に向
けた国民運動の展 開方法 を
と りま とめ。

（D 第15 6回国会会期末
の適切な保 全及 び利用を図 の枠組み構築 につ いては、 ～（診平成 15年末
る市町村 のイニシアテ ィブ 懇談会の論点整理 、市 町村 ・懇談 会の論点整理 、市町
こ基 づ く取 組を促進する新 長等か らの意見 、及 び構造 村長等か らの意 見及び構造
たな土地 利用 の枠 組み 構築 改革特区 における先 行的な 改革特区 における先行的な
につ いて、平成 14年 6 月よ 取 り組みの評価 を踏まえつ 取 り組みの評価 を踏 まえつ
リ有識 者懇談 会を 4 回 にわ つ、全国 的な規制 の見直 し つ、制度の あ り方 につ いて
たって開催 し、 8 月に懇談
会 の論 点整理を発表。市町
村長等 との意見交換 を 2 回
にわた って実施。

・構 造改革特別区域制度 に
おいて、農地等の権利取得
に際する下横面梼要件 を緩
和する措置 を講 じることと
した。

・構造改革特別 区域法 にお

と して検討 する ことが必
要。

・構造改革特別区域法 に基

検討。
③ それ以 降

・検討の結果 を踏 まえ 、制
度化 を 目指 し、体制の整 っ
た市町村 か ら新たな取 組へ
移行。

（D 第 156回国会 会期末

いて、 N P O 等 による市 民
農園の開設 を可能 とす る特
定農地貸付法等 の特例 を措
置 。

づ く特定農地貸付法等の特
例措置の適正かつ 円滑な 実
施。

・制度 の説 明会等 による普
及。

農林水産省 ・都市 と農山漁 村の間で、 ・共通社会 基盤 の整備 と新 ① 第156回国会会期末
「人 ・もの ・情報」が循環 たな 自立的 コミュニテ ィづ ～（塾それ 以降

す る共 通社会基盤を備えた くりに向けた 「む らづ くり ・ 「む らづ くり維新 プロ
む らづ くりを推進する　 rむ
らづ くり維新」を着実 に実
施 。

維新プ ロジェク トj を全国
約20 0地区 において着手。

ジェク ト」を着実 に推 進。

政策目標E・農水省・基本方針2002（経済活性化戦略） Page6



●　　　　　　　　　　●

農林水産省 ・有識者等によるアドパイ
ザリー・グループを設置

・地方における推進体制の
整備。

①第156回国会会期末

・「e －むらづくり計画」
し、 IT を活用して魅力あ ・N P O 、民間事業者等と の策定、公表。
る農山漁村の実現を目指す
「e －むらづくり計画」策
定に向けた検討を3 回実
施。

の連携強化。 （診平成15年末 Ⅰ

～③それ以降
・地方公共団体における
「e －むらづくり」の推
進。

（4）産業発掘戦略 農林水産省 ・平成14年度から、各産地 ・各都道府県の産地におい ・産地戦略策定後は毎年 （り第156回国会会期末
（食料産業の活性化） において、消費者の評価を て、契約栽培による高品質 度、各産地において消費者 ～③それ以降
・農林水産省は、平成14年 踏まえた 「ブランド・ニッ な農産物の生産、朝とり新 等の評価、産地戦略の達成 戦略を策定した産地に対し
度から産地ごとに、消費者 ボン」産地戦略 （立地条件 鮮野菜の地産地溝活動の深 状況等を検証し、必要に応 て、消費者等による農水産
の評価を踏まえた rプラン や地域資源等の産地の優位 化など、産地の特色を生か じて取組内容等の見直しを 物の諌価活動への支援、環

ド・ニッポン」戦略の産学 性を活かした生産・加工・ した戦略が着実に進展。 実施。 境保全型農業、持続的増養
官による策定を推進し、戦 流通・販売戦略）を策定 ・引き続き産地戦略の策定 殖、食品産業との連携等、
略に基づく農水産物の供給 中。 を推進。 産地の特色を活かした取組
体制を確立する。農地法の ・15年度予算政府案におい の推進、商流・物流の合理
見直し等により国際競争力 て、農産物の他産地消推進 化等による生産・流通を通
のある効率的な農業経営を 活動、産地の特色を活かし じた高コスト構造の是正等
推進する。 た環境保全型農業や契約取

引等を推進するブランド・
ニッポン農産物供給体制確
立事業等を創設。

の施策を重点化し、戦略の
具体化を強力に推進。

（4 ）産業発掘戦略
（食料産業の活性化）

農林水産省 ・15年度予算政府案におい
て、水田の整備に当たり経

・現行は場整備事業実施地
区では、農地の約4 割が担

・事業実施による農地利用
集積や経営体の育成等成果

②平成15年末

・更なる農地利用集積や経
・農林水産省は、平成14年 営体育成等の成果目標をよ い手に集約 （事業完了 のフォローアップ。 常体の育成等を図るよう要
度から、我が国の農林水産 リ重視した施策に転換を図 時）。 件の段階的引き上げを検
生産構造の中核となるよう
な農林水産業者・企業に対
して施策を集中化すること
等により、農林水産業の構
造改革を加速化する。

る経営体育成基盤整備事業
を創設。

討。
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（4 ）産業発掘戦略 農林水産省 ・平成14年 1 月に設置され ・米政策改革の関連施策の ①第156回国会会期末
（食料産業の活性化） た 「生産調整に関する研究 具体化。 ・食糧法改正法案の成立を
・農林水産省は、需要に応
じた生産の推進等を図る観
点から、米の生産調整や水

会」のとりまとめ （14年11
月）を受け、14年12月 3 日
に、米の生産調整や水田農

目指す。

②平成15年末
田農業関連施策の改革方向 業関連施策の改革を含む ・改正法成立を踏まえた米
を14年度中に策定する。 「米政策改革大綱」を決

定。

・米政策改革大綱の確実な
実行を図るため、第156回国
会に食糧法改正法案を提
出。

政策改革の理解促進。

・米政策改革の関連施策の
具体的内容の決定とそれに
基づく予算。

・新たなシステムによる需
給情報の提供、生産目標数
量の配分等。

③それ以降

・大網に沿った改革の実
施。

（5 ）地域力戦略 農林水産省 ・平成14年12月27日に rパ ・生物由来の有機性資源で ・バイオマスの生産、収 （訂第156回国会会期末
（地域産業の活性化） 内閣府 イオマス ・ニッポン総合戦 あるバイオマスをエネル 集 ・輸送、変換、利用の各 ・バイオマス関連情報を効率的・効

果的に整理・提供するバイオマス情
報ヘッドクオーターを創設。
・関係府省が一体となって、地域の

・農林水産省、環境省、開 文部科学省 略」を閣議決定。 ギーや製品として総合的に 段階が有機的につながり、
係府省は協力して、動植 経済産業省 ・戦略の工程管理と評価を 利活用し、持続的に発展可 全体として経済性がある循
物、微生物や有機性廃棄物 国土交通省 行う推進体制として、関係 能な社会を実現するための 環システムを各地で構築。 特性を活かし、バイオマスを効率的
からエネルギー源や製品を 環境省 府省による 「バイオマス ・ 国家戦略として、2010年を ・全国的な取組のモデルと に利活用するバイオマスタウン構想

を検討。
・バイオマス活用を更に進めるため
の方策について、推進会織、アドパ

得るバイオマスの利活用の ニッポン総合戦略推進会 目途とする具体的な数値日 なるバイオマス利活用事例
推進について具体策を平成 議」、推進会議への提言等 標や実施主体 ・実施時期を の構築。
14年度中にとりまとめる を行う 「バイオマス ・ニッ 明示した78の具体的行動計 イザリーグループにおいて検討。
等、計画的に取り組む。 ボン総合戦略推進アドパイ 画を策定し、政府が一体と ②平成15年末

ザリーグループ」を14年度
内に設置。

・15年度予算政府案におい

なって推進していく姿勢を
明らかにした。

・地域活性化等の一手段と

・各地での具体的な取組の効率的な
支援策の検討、決定。
（診それ以降
・総合戦略の進捗状況のフォロー

て、バイオマスを地域の中 してバイオマス活用を進め アップ。
で循環利用するための地域
システムの構築や利活用施
設の整備を総合的に実施す

るため、地方自治体等にお
いて特別のプロジェクト
チームを立ち上げたり、具

・バイオマス活用を更に進めるため
の方策について、推進会譲、アドパ
イザリーグループにおいて検討。

る制度を創設。 体的なプロジェクトの検討
を各地で開始。

①第156回国会会期末
～③それ以降
・バイオマス関連事業の着実な実
施。
・地域における体制整備や調査・実
証等による利活用システムの構築を
図るとともに、新技術等を活用した
施設整備をモデル的に実施。
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●　　　　　　　　　　　●

（5）地域力戦略
（地域産業の活性化）

農林水産省は、．規制改革に
よる林業への民間事業体の
新規参入、事業再編の促
進、木材の晶質向上・供給
ロットの拡大等による経営
力の強化を通じ、林業や地
域産業の活性化、雇用拡
大、並びに森林整備保全、
地球温暖化防止を図る。ま
た、関係府省は、森林の果
たす公益的機能や森林管理
に果たす地域の役割の重要
性等を踏まえ、適正な森林

管理のあり方を検討。

農林水産省 ・平成14年度から、都道府
県ごとに策定する林業・木
材産業構造改革プログラム
に即し、林業経営や施業の
効率化、木材産業の構造改
革等に資する施設の整備を
推進。
（木材の品質向上のための

乾燥施設等の導入、スケー
ルメリットを活かしたコス
ト低減と、供給ロット拡大
による木材安定供給のため
の大型製材施設の導入等）

・木材利用の拡大の取り組
みを推進するための補助事
業の措置、木材利用を促進
するための税制改正を措
置。（15年度改正予定）

・高性能林業機械等の導入
43カ所、製材機械や乾燥装
置等、加工施設、原木自動
選別機等、流通施設の整備
130カ所等を実施。
・需要者のニーズに応じた
木材を低コストで安定的に
供給することで競争力強化
を図った。

林業経営や施業の効率化、
木材産業の構造改革、木材
利用拡大の取組め一層の推
進。

第156回国会会期末
～③それ以降
林業・木材産業構造改革

プログラムに即した施設の
整備等を推進。

・木材に関する技術開発の進
め方、取組課題等をとりまと
め、「木材利用及び木材産業
に関する技術開発目標」として
策定（平成14年11月）。

企業競争力の確保、消費者視
点の重視、循環型社会への対
応、新分野への挑戦の観点に
立った技術開発の推進。

（彰第156回国会会期末
－③それ以降

左記目標の実現に向けた取組
を推進。

から森林整備事業
の事業主体に、市町村長等
から森林施業計画の認定を
受けた、民間事業体等も参
加できるよう措置。

い手の追加により、地域の
実情に応じた主体による森
林整備が実現。
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